
 

                      

                               （令和７年４月現在）  

事 業 所 名 所 在 地 電話番号 受 付 時 間 

相談支援センターふかさわ 西津町字原 4668 47-2208 平日    8：30 ～ 17：30 

相談支援センターふかさわ 
分室サンスマイル 

中沢町 663-1 86-7812 平日    8：30 ～ 17：30 

障がい者支援センターあさひ 浦 9750 94-4160 平日・土曜 8：30～17：15 

障がい者支援センターさんわ 
※児童福祉法のサービスに係る計画相談につ

いては新規の受付をしていません。 
東新町 1-6-8 86-6711 平日    8：30 ～ 17：15 

長岡療育園 深沢町 2278-8 46-6611 平日    9：00 ～ 17：00 

柿が丘学園 柿町 115 32-4991 平日    9：00 ～ 16：00 

障害者相談支援センターとちお 栃尾表町 5‐6 86-6396 平日    8：30 ～ 17：15 

多機能こどもセンター銀河 宮栄 3-17-15 31-6555 平日    9：30 ～ 17：30 

障がい者支援センター 
ピュアはーと 

青葉台 4-9-7 
76-0785 
77-3978 

平日    9：00 ～ 18：00 

相談支援事業所あすなろ 曙 3-3-15 89-7967 
平日   11：00 ～ 18：00 
土曜   10：00 ～ 17：00 

相談支援すまいる 脇野町 2149番地 
86-4801 

080-3606-
4811 

平日    9:00 ～ 18：00 

相談支援つばさ 中島 5-8-6 
070-8401-

9426 
平日    9:00 ～ 17：00 

 

 

 

 

 

障害児通所支援事業所を利用するためには、「支援利用計画」の作成が必要です。 

「支援利用計画」は上記の指定相談支援事業所が作成しますので、ご希望の相談支援事業所にご相談く

ださい。専門の相談員が家庭訪問等を行い、児童発達支援事業所とも連携しながら、子どもの発達状況に

合わせて短・中・長期の発達支援目標を保護者の皆さんに寄り添って作成します。 

 

 

     

  

サービス利用に伴う支援利用計画作成について 

担当：長岡市教育委員会 子ども未来部 こども家庭センター こども発達相談室 

住所：長岡市幸町 2丁目 1番 1号（さいわいプラザ 6階） 電話：0258-36-3727（平日 8：30～17：15） 

 


